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回 答 書 
回答日：令和７年 12 月 12 日 

 

 那須町放課後児童クラブ運営業務委託公募型プロポーザルに係る質問について、次のとおり回答します。 

 

№ 
実施要領、仕様書等

の該当箇所 
質問内容 回答 

１ 

実施要領 

７の(2)ウ 

№４，№10 

それぞれ 

№４ → 令和６年度決算書 

№10 → 入会のしおり 

での提出は可能ですか？ 

①№4「財務諸表(貸借対照表・損益計算書)」

について 

 現在の法人の最新の財務諸表を提出して

ください。なお、設立後１期目を経過して

おらず決算書が作成されていない場合

は、月次試算表(直近３ヶ月分)を提出し

てください。 

②№10「法人の概要が分かるパンフレット

等」について 

 法人としての目的、方針、計画、組織図や

代表の略歴等が分かる資料を提出してく

ださい。ない場合は、省略可とします。 

２ 
実施要領 

８の(1)エ 

プロポーザル担当者は業務担当者

を兼ねることは可能ですか？ 

「プロポーザル担当者」は、「業務委託開始

後に那須町と事務連絡及び調整等をする予

定の業務担当者」を兼ねることができます。 

なお、実施要領記載のとおり、「プレゼンテ

ーションを行う者」は必ず「業務委託開始後

に那須町と事務連絡及び調整等をする予定

の業務担当者」としてください。 

３ 

業務実績調書 

1  放課後児童クラ

ブ運営実績 

今年度以外に、任意団体時代のもの

も記入する必要がありますか？ 

現法人が、設立後 1 期目かつ以前任意団体

(保護者会等)による運営において実質的な

運営業務を担っていた場合に限り、記入す

ることができます。また、この場合、備考欄

には任意団体の名称を記入してください。 

4 

様式第４号 

参加資格要件確認書 

(裏面) 

財務諸表の提出についてです。収支

決算書を添付の予定でおりますが、

直近である中間（10 月時点）のもの

でもよいでしょうか？ 

問題ありません。なお、設立後１期目を経過

しておらず決算書が作成されていない場合

は、月次試算表(直近３ヶ月分)でも代替で

きるものとします。 

5 
仕様書 P2 

6 開所時間 

延長保育について各クラブの昨年

の開所時間数の実績をご教示下さ

い。 

なかよしクラブ：34.5 時間/年 

まなびっこクラブ：0 時間/年 

にこにこクラブ：49.5 時間/年 

田代ひまわりクラブ：24 時間 /年 

にじいろクラブ：135 時間/年 

たんぽぽクラブ 1 組：77.5 時間/年 

たんぽぽクラブ２組：17.5 時間/年 
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6 
仕様書 P5 

シ （ア） 

常勤職員を配置することとなって

おりますが 

常勤の定義をご教示下さい。 

こども家庭庁「放課後児童健全育成事業に

係るＱ＆Ａ(令和７年度)」№57 のとおりで

す。 

7 
仕様書 P11 

別表 3 費用負担区分 

光熱水費の見直しをする場合があ

ると記載されていますが 

事業者負担額としてお見込みの額

をご教示下さい。 

令和 8 年度：388 千円/年/支援の単位 

令和 9 年度：418 千円/年/支援の単位 

令和 10 年度：450 千円/年/支援の単位 

なお、本プロポーザルの見積における積算

に上記光熱水費は含めないものとします。 

8 
実施要領 P5 

8 二次審査 

審査の選定員の人数と部署又は所

属をご教示下さい。 

審査会は、次の 5 名で構成しています。 

・那須町教育長 

・那須町学校教育課長 

・那須町こども未来課課長 

・那須町子ども・子育て会議委員 

・那須町職員（本件に利害関係のない小学

生の保護者） 

9 その他 

現在勤務されている職員の社会保

険加入者数を各児童クラブ毎にご

教示下さい。 

現受託者に関する情報であり、把握してい

ません。 

 


